
 

26  

平
成
元
年
五
月
十
九
日
提
出 

質

問

第

二

六

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

新
幹
線
騒
音
公
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
元
年
五
月
十
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

安 

藤 
 

巖 

 

一 

 



 

い
わ
ゆ
る
東
海
道
新
幹
線
騒
音
振
動
差
止
・
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
一
九
八
六
年
四
月
二
八 

 
 

 

日
、
名
古
屋
新
幹
線
公
害
訴
訟
原
告
団
団
長
小
倉
義
一
、
同
訴
訟
弁
護
団
団
長
山
本
正
男
、
日
本
国
有
鉄
道
総
裁 

 
 

杉
浦
喬
也
と
の
間
で
別
紙
和
解
協
定
書
の
記
載
の
と
お
り
の
和
解
協
定
が
な
さ
れ
た
。 

和
解
条
項
の
基
本
で
あ
る
「
昭
和
六
四
年
度
末
ま
で
」
に
は
も
う
一
〇
ヵ
月
余
し
か
な
い
。
以
下
に
指
摘
す
る
よ 

 

う
に
測
定
結
果
の
示
す
状
況
で
は
、
こ
の
約
定
を
国
鉄
が
、
Ｊ
Ｒ
が
的
確
に
履
行
し
て
、
い
わ
ゆ
る
新
幹
線
公
害 

 
 

か
ら
原
告
住
民
及
び
沿
線
住
民
を
解
放
す
る
の
か
ど
う
か
、
政
府
・
運
輸
省
・
環
境
庁
は
ど
の
よ
う
に
Ｊ
Ｒ
に
対 

右
和
解
協
定
条
項
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
和
解
協
定
に
お
け
る
日
本
国
有
鉄
道
の
地
位
を
東
海
旅
客
鉄
道
株 

 

式
会
社
（
以
下
単
に
「
Ｊ
Ｒ
東
海
」
と
い
う
。
）
及
び
新
幹
線
保
有
機
構
が
承
継
し
て
い
る
。
政
府
、
特
に
環
境
庁
及 

 
 

び
運
輸
省
は
右
和
解
条
項
の
履
行
に
当
た
っ
て
Ｊ
Ｒ
東
海
に
対
し
て
指
導
し
監
督
す
べ
き
立
場
に
あ
る
。 

新
幹
線
騒
音
公
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

し
て
指
導
、
監
督
す
る
の
か
、
果
た
し
て
で
き
る
の
か
と
強
い
懸
念
を
沿
線
住
民
は
抱
い
て
い
る
。
新
幹
線
公
害 

 
 

を
無
く
す
る
た
め
に
、
以
下
の
質
問
に
つ
い
て
誠
意
あ
る
答
弁
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

和
解
条
項

1
．

(1)
に
お
い
て
、
昭
和
六
四
年
度
末
ま
で
に
、
住
民
ら
居
住
の
名
古
屋
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区 

 
 

 

間
に
お
い
て
、
騒
音
を
七
五
ホ
ン
以
下
に
す
る
よ
う
国
鉄
が
最
大
限
の
努
力
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、 

 
 

 

同
1
．
(4)
で
は
国
鉄
は
国
及
び
地
元
自
治
体
の
測
定
結
果
を
尊
重
す
る
と
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
一
日
か
ら
同
月
二
〇
日
ま
で
の
間
に
名
古
屋
市
が
、
右
七
キ
ロ
メ
ー
ト 

 
 

ル
区
間
内
の
原
告
住
民
ら
居
住
地
を
含
む
五
地
点
に
お
い
て
い
ず
れ
も
線
路
よ
り
二
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所 

 

で
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
住
民
ら
居
住
地
三
地
点
で
の
騒
音
測
定
結
果
は
、 

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

(ｂ) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下
り
側 

 
 

七
四
ホ
ン 

(ａ) 

名
古
屋
市
熱
田
区
古
新
町 

 
 

 
 

 

上
り
側 

 
 

七
七
ホ
ン 

四 

 



 

こ
れ
で
は
、
和
解
条
項

1
．

(1)
の
昭
和
六
四
年
度
末
ま
で
に
騒
音
が
七
五
ホ
ン
以
下
に
な
る
の
か
ど
う
か
極 

 

め
て
不
確
定
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
府
は
Ｊ
Ｒ
東
海
に
対
し
て
、
名
古
屋
市
の
こ
の
測
定
結
果
を 

 
 

ど
の
よ
う
に
尊
重
す
る
よ
う
に
指
導
、
監
督
す
る
の
か
。 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
も
防
音
対
策
と
し
て
国
鉄
が
和
解
条
項

3
．

(1)
の
①
及
び
②
の
防
音
対
策
を
①
に
つ
い
て
は
終
了
、
② 

 

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
終
了
と
い
う
段
階
に
お
い
て
な
お
か
く
の
如
し
で
あ
る
。 

(ｆ) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下
り
側 

 
 

七
四
ホ
ン 

(ｅ) 

名
古
屋
市
南
区
豊
田
二
丁
目 

 
 

 
 

上
り
側 

 
 

七
二
ホ
ン 

(ｄ) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下
り
側 

 
 

七
八
ホ
ン 

(ｃ) 

名
古
屋
市
熱
田
区
二
番
二
丁
目 

 
 

 

上
り
側 

 
 

七
七
ホ
ン 

（
な
お
、
原
告
住
民
ら
居
住
地
以
外
で
あ
る
が
名
古
屋
市
緑
区
大
高
町
鷲
津
上
り
側
で
は
八
〇
ホ
ン
） 

五 

 



 

二 
名
古
屋
市
は
一
九
八
六
年
度
、
一
九
八
七
年
度
に
も
測
定
し
て
い
る
が
、
右
各
地
点
に
お
け
る
騒
音
レ
ベ
ル 

 
 

は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

(ｆ) 
 

 
 

 

七
四
ホ
ン 

 
 

 
 

 
 

 
七
六
ホ
ン 

(ｅ) 
 

 
 

 

七
四
ホ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

七
三
ホ
ン 

(ｄ) 
 

 
 

 

七
七
ホ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

八
〇
ホ
ン 

(ｃ) 
 

 
 

 

七
五
ホ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

七
七
ホ
ン 

(ｂ) 
 

 
 

 

七
七
ホ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

七
八
ホ
ン 

(ａ) 
 

 
 

 
七
四
ホ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

七
七
ホ
ン 

こ
の
測
定
結
果
と
一
九
八
八
年
一
〇
月
の
結
果
と
を
比
べ
て
み
る
に
、
防
音
対
策
施
行
に
よ
っ
て
騒
音
レ
ベ 

（
緑
区
大
高
町
鷲
津
上
り
側
で
は
、
い
ず
れ
も
七
八
ホ
ン
） 

一
九
八
六
年
度 

 
 

 
 

 

一
九
八
七
年
度 

六 

 



 

三 

右
の
様
な
測
定
結
果
と
な
っ
た
の
は
、
新
幹
線
列
車
走
行
の
速
度
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
全
部
に
つ
い
て 

 
 

指
摘
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
例
え
ば 

ル
の
引
下
げ
に
効
果
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
逆
に
騒
音
レ
ベ
ル
が
同
じ
か
若
し
く
は
上
が
っ 

 

て
悪
化
し
て
い
る
部
分
（

(ａ)
、

(ｃ)
、

(ｄ)
）
さ
え
あ
る
。 

(ａ)
の
場
合
、
一
九
八
六
年
度
測
定
（
第
一
測
定
）
の
評
価
列
車
（
以
下
同
じ
）
の
速
度
は
時
速
一
八
八
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
七
四
ホ
ン
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
七
年
度
測
定
（
第
二
測
定
）
の
速
度
は
一
九
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
七
七 

 

ホ
ン
と
、
一
一
キ
ロ
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
の
影
響
が
明
ら
か
に
出
て
い
る
。 

(ｂ)
の
場
合
、
第
一
測
定
は
一
九
四
キ
ロ
で
七
七
ホ
ン
で
あ
っ
た
が
第
二
測
定
は
二
〇
七
キ
ロ
で
七
八
ホ
ン 

 
 

と
、
一
三
キ
ロ
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
の
影
響
が
出
て
お
り
、
一
九
八
八
年
度
測
定
（
第
三
測
定
）
は
一
七
八
キ
ロ 

 
 

に
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
で
七
四
ホ
ン
と
明
ら
か
な
影
響
が
あ
る
。 

こ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。 

七 

 



 

四 

環
境
庁
は
、
一
九
七
五
年
七
月
二
九
日
環
境
庁
告
示
第
四
六
号
（
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ 

測
定
結
果
を
尊
重
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
七
五
ホ
ン
以
下
に
す
る
よ
う
に
最
大
限
の
努
力
を
す 

 

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
列
車
走
行
を
完
全
に
減
速
す
る
か
、
少
な
く
と
も
七
五
ホ
ン
以
下
に
す
る
こ
と
が
で 

 
 

き
る
防
音
対
策
が
で
き
る
ま
で
減
速
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

(ｆ)
の
場
合
は
、
第
一
測
定
二
〇
六
キ
ロ
で
七
四
ホ
ン
が
第
二
測
定
は
二
一
二
キ
ロ
で
七
六
ホ
ン
と
上
が
り
、 

 

第
三
測
定
は
一
九
一
キ
ロ
で
七
四
ホ
ン
と
下
が
っ
て
い
る
。 

こ
の
測
定
結
果
か
ら
み
る
と
、
防
音
対
策
が
行
わ
れ
て
も
列
車
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
対
策
の
効
果 

 

が
減
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

(ｄ)
の
場
合
、
第
一
測
定
は
一
九
五
キ
ロ
で
七
七
ホ
ン
で
あ
る
が
第
二
測
定
は
二
一
五
キ
ロ
で
八
〇
ホ
ン
と
上 

 

が
り
、
第
三
測
定
は
一
九
六
キ
ロ
で
七
八
ホ
ン
と
な
っ
て
い
る
。 

他
の
場
合
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。 

八 

 



 

い
て
）
で
、
主
と
し
て
住
居
の
用
に
供
さ
れ
る
地
域(

類
型
Ⅰ)

は
七
〇
ホ
ン
以
下
、
商
工
業
の
用
に
供
さ
れ
る 

 
 

地
域
等
Ⅰ
以
外
の
地
域
で
あ
っ
て
通
常
の
生
活
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
（
類
型
Ⅱ
）
は
七
五
ホ
ン
以
下
と 

 

基
準
値
を
示
し
、
一
九
八
五
年
七
月
二
八
日
を
目
途
に
環
境
基
準
が
達
成
又
は
維
持
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の 

 

と
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
二
一
日
付
で
、
環
境
庁
大
気
保
全
局
長
名
で
運
輸
省
大
臣
官
房
国
有 

 
 

鉄
道
再
建
総
括
審
議
官
宛
に
、
環
境
基
準
が
い
ま
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
地
域
も
相
当
み
ら
れ
る
と
し
て
、
住 

 
 

宅
が
集
合
す
る
地
域
に
つ
い
て
は
当
面
七
五
ホ
ン
以
下
と
な
る
よ
う
努
め
、
特
に
こ
の
う
ち
住
宅
が
連
続
し
て 

 

密
集
す
る
所
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
ま
で
に
対
策
が
完
了
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
が
、
原
告
ら 

 
 

の
住
居
地
の
う
ち
右

(ｃ)
及
び

(ｆ)
は
住
居
地
域
で
あ
り
、
住
宅
が
連
続
し
て
密
集
す
る
所
で
あ
る
。
こ
の
要
請
を 

 

ど
の
よ
う
に
し
て
実
効
あ
る
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。 

和
解
条
項

1
．

(2)
は
、
こ
の
環
境
基
準
を
可
及
的
速
や
か
に
達
成
す
る
よ
う
、
対
策
の
開
発
、
実
施
に
努
め 

 
 

る
よ
う
国
鉄
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
を
履
行
さ
せ
る
た
め
、
的
確
な
措
置
を
ど
の
よ
う
に
と
る
と
い
う
の 

九 

 



 

1
．

(1)
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
つ
い
て
、
国
鉄
は
、
昭
和
六
四
年
度
末
ま
で
に
、
発
生
源
に
お
け
る
対
策
に
よ 

 
 

 
 

り
、
住
民
ら
居
住
の
名
古
屋
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
に
お
い
て
、
七
五
ホ
ン
以
下
と
す
る
よ
う
最
大
限
の 

い
わ
ゆ
る
東
海
道
新
幹
線
騒
音
振
動
差
止
・
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
事
件
（
最
高
裁
判
所
昭
和
六
〇
年
（
オ
）
第
一 

 
 

二
四
〇
号
、
同
第
一
二
四
一
号
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
昭
和
五
五
年
（
ネ
）
第
四
八
七
号
、
同
第
四
九
二
号
、
名
古 

 
 

 

屋
地
方
裁
判
所
昭
和
四
九
年
（
ワ
）
第
六
四
一
号
事
件
。
以
下
「
本
件
訴
訟
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
原
告
で
あ

る
別
紙
和
解
対
象
原
告
一
覧
表
記
載
の
住
民
ら
（
以
下
「
住
民
ら
」
と
い
う
。
）
と
被
告
で
あ
る
日
本
国
有
鉄
道
（
以
下

「
国
鉄
」
と
い
う
。
）
は
、
本
日
、
次
の
と
お
り
和
解
す
る
。 

（
別
紙
） 

右
質
問
す
る
。 

か
。 

和 
解 

協 

定 

書 

一
〇 

 



 

2
．

(1) 

国
鉄
は
、
住
民
ら
に
対
し
、
一
括
し
て
、
和
解
金
と
し
て
金
四
億
八
〇
〇
〇
万
円
を
支
払
う
も
の
と 

 
 

 

し
、
そ
の
授
受
に
つ
い
て
は
、
一
審
判
決
に
基
づ
く
仮
執
行
に
よ
り
住
民
ら
が
取
得
し
た
金
員
（
五
億
九 

 
 

一
万
一
五
九
八
円
）
の
う
ち
か
ら
同
額
を
も
っ
て
本
日
そ
の
支
払
い
に
当
て
た
。 

(2) 

住
民
ら
は
、
前
号
の
仮
執
行
金
の
う
ち
和
解
金
を
除
く
全
額
を
、
一
括
し
て
、
国
鉄
に
返
還
し
、
国
鉄 

(4) 

国
鉄
は
、
前
各
号
の
対
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
幹
線
鉄
道
騒
音
・
振
動
に
関
す
る
国
お
よ 

 
 

び
地
元
自
治
体
の
測
定
結
果
を
尊
重
す
る
。 

(3) 

国
鉄
は
、
前

2
号
と
併
せ
て
、
新
幹
線
鉄
道
振
動
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
、
引
続
き
発
生
源
に
お
け
る
対 

 
 

策
の
開
発
、
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

(2) 
前
号
の
ほ
か
、
国
鉄
は
、
可
及
的
速
や
か
に
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
を
達
成
す
る
よ
う
発 

 

生
源
に
お
け
る
対
策
の
開
発
、
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

努
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
一 

 



 

3
．
国
鉄
は
、
下
記
事
項
を
含
め
、
昭
和
六
〇
年
五
月
二
三
日
か
ら
一
二
月
一
九
日
ま
で
の
間
六
回
に
わ
た
っ
て 

 

行
っ
た
協
議
の
際
に
住
民
ら
に
対
し
確
認
し
た
発
生
源
対
策
、
障
害
防
止
対
策
そ
の
他
の
事
項
を
尊
重
・
遵
守 

 

す
る
も
の
と
す
る
。 

(2) 

国
鉄
は
、
振
動
の
発
生
源
対
策
に
つ
き
現
場
テ
ス
ト
を
行
う
場
合
に
は
、
名
古
屋
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区 

(1) 

国
鉄
が
熱
田
地
区
で
試
験
し
た
下
記
の
各
対
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
名
古
屋
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間 

 

で
重
点
的
に
実
施
し
、
ま
た
、
そ
の
効
果
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
。 

は
本
日
こ
れ
を
受
領
し
た
。 

②
バ
ラ
ス
ト
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
五
年
を
待
た
ず
に
実
施
す
る
。 

そ
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

①
ラ
ム
ダ
型
防
音
壁
、
レ
ー
ル
削
正
お
よ
び
ハ
ン
ガ
ー
間
隔
縮
小
架
線
へ
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
昭
和 

 
 

六
〇
年
度
中
に
着
手
し
、
昭
和
六
一
年
度
中
に
終
了
す
る
。 

一
二 

 



 

 

一
三 

間
に
お
い
て
優
先
的
に
実
施
す
る
。 

(3) 
国
鉄
は
、
前
記
協
議
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
内
容
に
沿
っ
て
、
障
害
防
止
対
策
を
誠
実
に
実
施
す
る
。 

(4) 

国
鉄
は
、
名
古
屋
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
に
お
い
て
、
高
架
下
お
よ
び
移
転
跡
地
に
つ
き
、
良
好
な
環 

 
 

境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
、
長
期
的
総
合
的
視
点
に
た
っ
た
活
用
、
当
面
の
管
理
お
よ
び
利
用
に
つ
き
、 

 
 

積
極
的
に
努
力
す
る
。 

(5) 

国
鉄
は
、
屋
外
騒
音
と
振
動
の
軽
減
に
一
層
努
力
し
、
名
古
屋
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
区
間
に
お
い
て
屋
外 

 

騒
音
と
振
動
の
現
状
を
悪
く
し
な
い
と
い
う
基
本
的
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
。 

4
．
住
民
ら
は
、
本
日
、
本
件
訴
訟
を
取
り
下
げ
、
国
鉄
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

5
．
前
各
項
の
ほ
か
、
住
民
ら
お
よ
び
国
鉄
と
の
間
に
、
本
件
訴
訟
に
関
し
、
何
ら
の
債
権
、
債
務
の
な
い
こ
と 

 
 

 

を
相
互
に
確
認
す
る
。 


